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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき

2021年２月19日付で提出した臨時報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するた

め、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２ 報告内容

（２）当該決議事項の内容

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
 ２ 報告内容

（２）当該決議事項の内容　

 
（訂正前）

第２号議案　定款一部変更の件

本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社

法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなりま

す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第７条

を変更するものであります。

また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に

は、当社の発行済株式総数は６株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本

株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式

数の定めを廃止するため、定款第９条乃至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上

げを行うものであります。　

なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合

の効力発生日である2021年３月25日に効力が発生するものといたします。

 
（訂正後）

第２号議案　定款一部変更の件

本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社

法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は24株に減少することとなりま

す。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第７条

を変更するものであります。

また、本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合に

は、当社の発行済株式総数は７株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本

株式併合の効力が発生することを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式

数の定めを廃止するため、定款第９条乃至第11条の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上

げを行うものであります。　

なお、本議案に係る定款変更は、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合

の効力発生日である2021年３月25日に効力が発生するものといたします。

 
以　上
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